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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１０日 ０７時４７分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町祝島南東方沖 

 上関町所在の祝島港東Ｄ防波堤東灯台から真方位１７６°３.８海

里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４３.４′ 東経１３１°５９.９′） 

事故調査の経過 平成２５年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

ケミカルタンカーSTELLAR ORCHID の旗国であるマーシャル諸島共和

国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー STELLAR
ス テ ラ

 ORCHID
オ ー キ ッ ド

（マーシャル諸島共和国

籍）、７,９１２トン 

９５９４１５７（ＩＭＯ番号）、Blue Forest Shipping 

Co.,Ltd. 

   １２６.００ｍ×２０.５０ｍ×１１.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４,４４０kＷ、２０１１年４月２６日 

Ｂ 漁船 大正
たいしょう

丸、３.４トン 

   ＯＴ３－２７９７５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９０ｍ（Lr）×２.５９ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成２年１月１６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４６歳 

   免状不詳 

  次席一等航海士Ａ（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４７歳 

 免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５１年５月１４日 

    免許証交付日 平成２３年１１月７日 

           （平成２８年１２月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に擦過傷 
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Ｂ 右舷船尾部から同中央部に亀裂及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び次席一等航海士Ａほか２０人（ミャンマー連邦共

和国籍）が乗り組み、次席一等航海士Ａが、操舵手と共に船橋当直に当

たり、祝島南東方沖を約２８２°（真方位、以下同じ。）の針路及び約

１１.６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によっ

て航行した。 

次席一等航海士Ａは、平成２５年７月１０日０８時００分ごろ三等

航海士Ａと船橋当直を交替して降橋した。 

 船長Ａは、０８時３０分ごろ海上保安庁から漁船と衝突した疑いが

あるので、山口県徳山下松港に入港するように要請された。 

Ａ船は、海上保安庁の調査において、球状船首に擦過傷が確認さ

れ、また、Ａ船のＶＤＲ（航海情報記録装置）データから、０７時４

７分ごろ、祝島港東Ｄ防波堤東灯台から１７６°３.８Ｍ付近におい

て、Ｂ船に衝突したことが分かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、祝島南東方沖を約２７０°の針

路及び約１.５kn の速力で自動操舵によって一本釣り漁を行いながら航

行した。 

船長Ｂは、船尾甲板において、時々、周囲を見ていたが、危険な船

舶はいないと思って航行していたところ、衝突直前、後方至近にＡ船

を認め、右舵を取って機関を前進にかけたが、Ｂ船の右舷船尾部とＡ

船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、海上保安庁に１１８番通報した後、徳山下松港に入港し

た。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  本事故発生場所付近は、水道や航路が交錯し、また、操業する漁船

が多いため、衝突事故の多発海域であった。 

Ａ船の船橋当直体制は、００時～０４時が二等航海士Ａ及び操舵

手、０４時～０８時が次席一等航海士Ａ及び操舵手並びに０８時～１

２時が三等航海士Ａ及び操舵手であった。 

Ｂ船は汽笛がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、祝島南東方沖を西北西進中、船橋当直中の次席一等航海士

Ａが、右舷方から接近していたＢ船に気付かずに航行したことから、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、祝島南東方沖を一本釣り漁を行いながら西進中、船長Ｂ
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が、船尾甲板において、時々、周囲を見ていたが、危険な船舶はいな

いと思っており、見張りを適切に行っていなかったことから、衝突直

前に後方至近にＡ船を認め、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、祝島南東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が西進

中、次席一等航海士Ａが右舷方から接近していたＢ船に気付かずに航

行し、また、船長Ｂが見張りを適切に行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ船の船舶管理会社は、本事故後、本事故で得られた教訓を共有

するため、管理する全船舶に対し、航海安全に関する文書の発出、

ブリッジ・チーム・マネジメントの手順を重点とした安全会議を開

催するなどの措置を採った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・本事故発生場所付近は、水道や航路が交錯するとともに、操業す

る漁船が多いため、船橋当直者等は、目視はもとより、レーダー

を十分に活用して見張りを厳重に行うこと。 
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